
議第26号

滋賀県附属機関設置条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成27年 2 月17日

滋賀県知事 三 日 月 大 造

滋賀県附属機関設置条例の一部を改正する条例

滋賀県附属機関設置条例（平成25年滋賀県条例第53号）の一部を次のように改正する。

別表第 1項の表中滋賀県歯科技工士国家試験委員会の項を削り、滋賀県登録販売者試験委員会

の項の次に次のように加える。

滋賀県医学 知事の諮問に応じて人を 5人以内 (1) 学識経験を有 2年

系研究倫理 対象とする医学系研究に する者

審査委員会 関する倫理的および科学 (2) その他知事が

的な観点から配慮を要す 適当と認める者

る事項について調査審議

することならびに当該事

項に関して知事に意見を

述べること。

付 則

この条例は、平成27年 4 月 1 日から施行する。
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